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日本薬剤師会 

副会長 森 昌平 

 

令和 6年度診療報酬・介護報酬改定及び薬価基準の改定が行われ、4月 1日から薬価基準

改定が、6月 1日から診療報酬・介護報酬については改定が行われます。本日は、今回の調

剤報酬についての概要を解説します。 

 

令和 6 年 12 月 20 日、厚生労働大臣、財務大臣が行われ、令和 6 年度の診療報酬改定

は、診療報酬本体の全体の改定率は＋0.88％とされ、このうち、看護職員・病院薬剤師その

他の医療関係職種のベア引き上げのための特例的対応分（＋0.61％）、入院時食事基準額の

引き上げ対応分（＋0.06％）、生活習慣病を中心とした管理料や処方箋料等の再編等の効率

化・適正化分（▲0.25％）を除く＋0.46％を各科改定率（医科、歯科、調剤）として配分す

ることになりました。 

物価高騰・賃金上昇等の影響により厳しい経済状況が続いている中、薬局従事者の賃金を

しっかりと引き上げるためには、必ずしも十分な財源ではありませんが、私どもが主張した

賃上げ対応の必要についてご理解いただけたこと、かつ公平な各科の配分比率（1：1.1：0.3）

となりました。 

2月 14日の中医協総会で令和 6年度診療報酬改定案を了承するとともに同日に厚生労働

大臣に答申し、3月 5日に告示が行われました。 

 

調剤基本料等の見直し 

地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めてい

くこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、夜間・休日対応を含めた、薬局におけ

る体制に係る調剤基本料等の評価を見直すこととなり、現在の基本料 3 点プラスとなりま

した。 

 



医療 DX推進体制整備加算 

 医療 DX推進体制整備加算が新設されました。 

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を調剤に活用可能な体制を整備

し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供する

ため医療 DXに対応する体制を確保している場合の評価となります。 

医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療 DX 推進体

制整備加算として、月 1 回に限り 4 点を所定点数に加算することができます。電子処方箋

の受付体制など施設基準が設けられていますので確認してください。 

 

連携強化加算の見直し 

薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、第二種協定指定

医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算の要件及び評価を見直すこととなりました。

また、地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めず、調剤基本料の加算とするこ

とになりました。 

施設基準として、新型インフルエンザ等感染症等の発生時において自宅療養者等に対す

る調剤、服薬指導、薬剤等の交付等に対応する体制、要指導医薬品・一般用医薬品、検査キ

ット、地域の住民が薬局の体制を把握できるよう、新興感染症発生時等における対応体制の

確保について、行政機関や薬剤師会を通じて公表・周知などが要件となります。経過措置が

設けられていますので、要件等に関しては、告示等で確認してください。 

 

薬学的なフォローアップに関する評価の見直し 

現行の服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算について、対象となる糖尿病薬の範囲

を拡大し、対象患者を慢性心不全患者に拡大するとともに、評価体系を見直し、当該加算を

調剤後薬剤管理指導料として新設することとなりました。 

心不全に関しては、心疾患による入院の経験があり、作用機序が異なる循環器官用薬等の

複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全の患者に対して、保険薬剤師が必要性を認め、

医師の了解を得た場合に当該患者の同意を得て、調剤後に服用状況、副作用の有無等につい

て確認し、必要な薬学的管理及び指導を継続して実施し、処方医へ必要な情報を文書により

提供した場合に算定が可能となります。 

 

多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し 

 麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十分行うための

体制整備や実績に基づく薬局の評価として在宅薬学総合体制加算が新設されました。訪問

の実績や開局時間外に対応できる体制の整備及びその周知、在宅業務の質向上のための研

修の実施など施設基準が設けられています。 

詳しくは告示等を確認してください。在宅薬学総合体制加算の新設に伴い在宅患者調剤



加算は廃止となります。 

夜間・休日等に訪問指導を行っても、調剤行為に関する時間外の評価はありましたが、訪

問に関しての評価はありませんでした。 

末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の医師の指示に基づい

た緊急訪問について、休日や夜間・深夜に実施した場合の加算が設けられました。 

 

イ 夜間訪問加算 400点 

ロ 休日訪問加算 600点 

ハ 深夜訪問加算 1,000点 となります。 

 

在宅医療における薬学的管理に係る評価の新設 

（新） 在宅移行初期管理料（１回に限り） 230 点 

 

在宅医療において、薬剤師が医療・介護の多職種と連携しつつ、質の高い薬学管理を推進

するため、退院後の在宅訪問を開始する移行期における薬学的管理、医師等との連携による

処方内容の調整、介護関係者に対する服用薬等に係る情報提供等について、新たに在宅移行

初期管理料として評価を行うこととなりました。 

退院直後など、患家を訪問し、多職種と連携して今後の訪問薬剤管理指導のための服薬状

況の確認や薬剤の管理等の必要な指導等を実施した場合の評価となります。 

 

高齢者施設における薬学的管理に係る評価の見直し 

服薬管理指導料 3   45点 （算定回数の上限 月 4回） 

（新）施設連携加算 月 1回 50点 

 

服薬管理指導料３の対象患者について、ショートステイの利用者が含まれることの明確

化されました。また、特別養護老人ホーム等と連携した保険薬局の薬剤師が、患者の入所時

等において特に服薬支援が必要と判断し、服用中の薬剤の整理等を実施した場合の評価 

施設連携加算 が新設されました。  

 

特定薬剤管理指導加算 1の見直し 

特定薬剤管理指導加算 1 について、ハイリスク薬等の特に重点的な服薬指導が必要な場

合における業務実態を踏まえ、算定対象となる時点等の見直しが行われました。  

また、特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合、長期収載品の保険給付の

在り方の見直しとして導入された選定療養の対象となる品目が処方された患者に対し、調

剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行った場合、医薬品の供給

の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前

回と別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を



行った場合に特定薬剤管理指導加算 3 として、患者１人につき当該品目に関して最初に処

方された 1回に限り、5点を算定できることになりました。 

 

服薬情報等提供料について 

 服薬情報等提供料については、保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進

するため、薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現行の評価体系を改正し、介護支援専門員

やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を新たに評価するとともに、薬剤師が

必要性を認めて行う情報提供の評価を見直されました。 

 

地域支援体制加算の見直し 

地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、薬局の体制に係

る評価体系の在り方を見直し、地域支援体制加算の要件を見直しました。 

また、夜間・休日対応について、輪番制等の周囲の薬局と連携した体制でも引き続き可能

とするとともに、地域の住民や医療・介護等の関係者が地域の体制を把握できるよう、行政

機関や薬剤師会を通じて地域における夜間・休日の対応状況を公表・周知するよう見直しが

行われました。 

 

 

令和 6 年度の調剤報酬の概要についてお話しさせていただきました。今回、お話しでき

なかった項目、要件、経過措置等については告示等でご確認ください。今回の改定は、第 8

次医療計画、9期介護保険事業計画を踏まえた医薬品提供体制の確立や医療安全の確保・医

療の質の向上を目指した医療 DX の推進、2025 年のみならず 2040 年を視野に入れた地域

共生社会の実現に向けて、薬剤師・薬局の更なる取組が期待された改定内容と理解していま

す。 

個々の改定項目、点数、要件に着目するのではなく、今回の改定で目指したものは何か、薬

剤師・薬局に何を求められているのか、しっかりと理解して業務への取り組みをお願いしま

す。 


